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日本列島周辺におけるM5以上の地震発生箇所

世界的な地震発生地帯に位置する国土

M5以上の地震発生箇所プロット（日本列島とその周辺1926年～1995年、深さ100km以浅）

出典：地震調査研究推進本部

ホームページより作成

日本の面積は地球表面の
0.1%であるのに対し、日本
周辺で解放される地震エネ
ルギーは世界全体の10%に
相当するといわれている。

0

50

100

150

200

250

300

1
9
2
6

1
9
3
0

1
9
3
5

1
9
4
0

1
9
4
5

1
9
5
0

1
9
5
5

1
9
6
0

1
9
6
5

1
9
7
0

1
9
7
5

1
9
8
0

1
9
8
5

1
9
9
0

1
9
9
5

2
0
0
0

2
0
0
4

M5 .0以上の地震発生回数の経年変化

（年）

（回）

出典：気象庁データをもとに作成

（出典）：新しい国のかたち「二層の広域圏」を支える総合的な交通的な交通体系 最終報告
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⑦

⑩

⑨
①④

【明治以降、我が国で１００人以上の死者・行方不明者を出した地震・津波】

（津波が発生した場合のみ掲載。丸数字は発生順）

⑩北海道南西沖地震（ M７．８）
【平成５（１９９３）年７月１２日】

○死者・行方不明者数 ２３０人

○最大遡上高さ ３０ｍ

⑧チリ地震津波（ M９．５）
【昭和３５（１９６０）年５月２３日】

○死者・行方不明者数 １４２人

○最大津波高さ ６ｍ

⑪兵庫県南部地震
（ M７．３）

【平成７（１９９５）年１月１７日】

○死者・行方不明者数
６，４３６人

⑤東南海地震（ M７．９）
【昭和１９（１９４４）年１２月７日】

○死者数 ９９８人

⑥三河地震（ M６．８）
【昭和２０（１９４５）年１月１３日】

○死者数 １，９６１人

②関東地震（関東大震災）（ M７．９）
【大正１２（１９２３）年９月１日】

○死者・行方不明者数 １４２，８０７人

④昭和三陸地震（ M８．１）
【昭和８（１９３３）年３月３日】

○死者・行方不明者数 ３，０６４
人
○最大遡上高さ ２９ｍ

①明治三陸地震（ M８．５）
【明治２９（１８９６）年６月１５日】
○死者数 約２２，０００人

○最大遡上高さ ３８．２ｍ

⑨日本海中部地震（ M７．７）
【昭和５８（１９８３）年５月２６日】

○死者数 １０４人

○最大津波高さ １４ｍ

③北丹後地震（ M７．３）
【昭和２（１９２７）年３月７日】

○死者数 ２，９２５人

⑦昭和南海地震（南海道地震）（ M８．０）
【昭和２１（１９４６）年１２月２１日】

○死者・行方不明者数 １，４４３人

○最大津波高さ ６m （出典）：国土交通省港湾局資料

⑥
⑤

⑪

③

②

我が国における過去の地震・津波災害
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東海地震をはじめとし、各地域において大規模地震の切迫性が報告されている。

【原典】
地震調査研究推進本部

の資料を加工して作成

～参考～
【 今後３０年間で遭遇する確率】

（地震調査委員会事務局の資料から）

○交通事故で死亡…約 ０．２％
○交通事故でけが…約 ２０％

○火災で死傷…約 ０．２％
○火災に被災…約 ２％

【海溝沿いの主な地震の今後３０年以内の発生確率】

根室沖（Ｍ7.9程度）
40％

十勝沖（Ｍ8.1前後）
0.5％

三陸沖 北部
(Ｍ8.0前後)7％
(Ｍ7.1～7.6)90％

宮城県沖（Ｍ7.5前後）
99％

南関東（Ｍ6.7～7.2程度）
70％

大正型関東地震（Ｍ7.9程度）
0.9％

元禄型関東地震
（Ｍ8.1程度）0％

東海
（Ｍ8.0程度）

86％

東南海
（Ｍ8.1前後）

60％

南海（Ｍ8.4前後）
50％

佐渡島北方沖
（Ｍ7.8程度）6％

秋田県沖
（Ｍ7.5程度）

3％

北海道北西沖
（Ｍ7.8程度）
0.1％

日向灘（Ｍ7.6前後）
10％

三陸沖～房総沖
・津波型（Ｍ8.2前後）20％
・正断層型（Ｍ8.2前後）7％

安芸灘～豊後水道
（Ｍ6.7～7.4）

40％

与那国島周辺
（Ｍ7.8程度）30％

三陸沖 南部海溝寄(Ｍ7.7前後)
70～80％

（出典）：国土交通省港湾局資料をもとに国土交通省国土計画局作成

大規模地震発生の切迫
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東海地震と東南海・南海地震

東海地震は、安政東海地震（1854年）
から約150年間大地震が発生していな
いため、相当な歪みが蓄積されている
ことから、いつ発生してもおかしくないと
見られている。

東南海・南海地震は、概ね100～150
年の間隔で発生しており、今世紀前半
での発生が懸念されている。

（出典）：防災白書
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安全で安心できる国土利用首都直下地震、東海地震、東南海・東海地震の被害想定

首都直下地震、東海地震、東南海・東海地震などの巨大地震により甚大な被害が生じると想定されている。

巨大地震の被害想定

約 57兆円約 37兆円約112兆円合計

約 8兆円約 6兆円約 26兆円地域外波及

約 1兆円約 2兆円約 6兆円交通寸断

約 5兆円約 3兆円約 13兆円生産停止

約 14兆円約 11兆円約 44兆円間接被害

約 30兆円約 18兆円約 55兆円建物被害

約 43兆円約 26兆円約 67兆円直接被害

経済被害（最大）

約 2,100人約 700人約 900人崖崩れ

約 500人約 600人約 6,200人火災

約 8,600人約 1,400人津波

約 6,600人約 6,700人約 3,100人揺れ

（建物倒壊等）

約17,800人約 9,200人約11,000人死者数

人的被害（最大）

東南海・南海

地震
東海地震首都直下地震

（出典）中央防災会議資料をもとに国土計画局作成
※経済被害には、人的被害及び公共土木被害は含まれていない。

※平成17年度国家予算（一般会計）は約82兆円。
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東

通

村

青

森

県

東

通

村

青

森

県

大

畑

町

青

森

県

風

間

浦

青

森

県

風

間

浦

青

森

県

大

間

町

青

森

県

佐

井

村

青

森

県

佐

井

村

海
岸
の
津
波
の
高
さ
（
ｍ
）

択捉島沖

色丹島沖

根室沖・釧路沖

十勝沖・釧路沖

500年間隔地震

三陸沖北部

宮城県沖

明治三陸地震

茨城県 福島県 宮城県 岩手県 青森県

万
石
浦

松
島
湾

広範囲に津波が来襲し、最大で２２ｍの津波高さが想定されている。

（出典）：国土交通省港湾局資料

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震での想定津波高分布図 【青森～千葉】

25

20

15

10

5

0

津波の
高さ（ｍ）

想定津波高さの例

（日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の場合）
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津波により民家に突き刺さる漁船（和歌山県海南市） 津波により被害を受けた家屋（高知県須崎港）

【被害の状況】
●津波の高さ 最大 ５～６ｍ

●人的被害 死者・行方不明者 １，４４３人

○建物被害 全壊 １１，５９１棟
半壊 ２３，４８７棟

浸水 ３３，０９３棟
○船舶破損流出 ２，９９１隻

・津波は、房総半島から九州に至
る沿岸を襲った。

・津波の高さは紀伊半島南西岸
の和歌山県沿岸や、高知県の
土佐湾沿岸で高く、５～６ｍに達

した。

過去の津波被害
（昭和南海・津波（M 8.0）昭和21年12月21日）

（出典）：国土交通省港湾局資料



9（出典）：国土交通省河川局資料

過去の津波被害（スマトラ地震津波被害）



10

６
月

７
月

８
月

９
月

18～22

12～13

17～18

29～
8/2

4～8

25～30

平成１６年度の主な災害

台風６号
（静岡県、徳島県）

新潟・福島豪雨
（新潟県、福島県）

福井豪雨
（福井県、山形県等）

台風１０号
（徳島県、高知県等）

台風１１号
（三重県等）

台風１５号
（愛媛県、香川県等）

台風１６号
（熊本県、宮崎県、鹿児島
県、徳島県、香川県、愛媛
県、広島県、岡山県等）

台風２２号
（東京都、千葉県等）

災害
死者・
行方不明

住家被害

5 223

16 13,875

14,1575

3 2,947

10 3,493

17 55,908

5

17～20

27～31

27 22,487

45 74,789

※消防庁調 平成17年7月1日現在 （出典） ： 国土交通省河川局資料

日

10
月

7～9

18～21

台風１８号
（北海道、兵庫県、広島県、
岡山県、香川県等）

台風２１号
（三重県、愛媛県、岡山県、
兵庫県等）

9 11,977

平成16年(2004年)
新潟県中越地震

48

台風２３号
（兵庫県、京都府、高知
県、岡山県、香川県、富
山県、長野県等）

98 74,898

121,179

地 震 計 130,17649

3
月
20 福岡県西方沖地震 1 8,997

7月梅雨前線、10個の台風上陸（例年の4倍）

23

風 水 害 計 274,754235

10
月

（棟）

20000
10000
5000
1000
100

昨年度の各県ごとの風水
害による住家被害棟数

50000

平成16年の自然災害発生状況

風水害による死者・行方不明者235名
地震による死者・行方不明者 49名
（H17.7.1現在）



11

0

100

200

300

1. 時間雨量 ５５００ ㎜以上の降雨の発生回数

2. 時間雨量１００１００ ㎜以上の降雨の発生回数
S51525354555657 585960 616263H1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 131415

H8～16

平均平均22９３９３回回平均平均 234234 回回

S61～H7

平均 209回
S51～60

（回/年）

0

5

10

S51525354555657 585960 616263H1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 131415

H8～1６

平均平均 ５５..００回回
平均平均 22..33回回

S61～H7

平均平均 22..22回回

S51～60
（回/年）

16

500

１時間降雨量における年間延べ件数

（全国のアメダス地点 約1,300箇所より）

44７０７０回回

７７回回

400

16

H16

H16

集中豪雨の頻発

（出典）：国土交通省河川局資料
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1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

明治33 大正9 昭和15 昭和35 昭和55 平成12

年
降
水
量

ｍｍ

【日本の年降水量の経年変化】

年降水量

５年移動平均年平均降水量

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）による報告（抜粋） （2001年）
・21世紀後半までに，北半球中・高緯度や南極では，降水量の年々の変動も大きくな
る可能性がかなり高い。

長期的に見ると少雨と多雨の変動幅が増大

【水害・高潮対策の課題】長期的に見ると少雨と多雨の変動幅が増大 ～治水上も利水上もリスクが増大～

（出典）：国土交通省河川局資料
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五
十
嵐
川
（県
）

刈
谷
田
川
（県
）

信
濃
川
（
直
轄
）

猿
橋
川
（県
）

笠堀ダム
（県管理・Ｓ４０．３完）

大谷ダム
（県管理・Ｈ６．３完）

刈谷田川ダム
（県管理・Ｓ５６．３完）

見附市

三条市

中之島町

長岡市

栃尾市

刈
谷
田
川

破堤後２日目の状況

破堤箇所

： 破堤箇所

： 浸水区域

〔凡 例〕

五
十
嵐
川

破堤箇所

破堤後２日目の状況

中
之
島
川
（県
）

信
濃
川
下流
（直
轄
）

補助河川６河川１１箇所で破堤。
死者１５名、約14,000戸が浸水。

位置図

おおたに

かさぼり

かりやたが

わ

近年の洪水被害の事例
（平成16年7月新潟・福島豪雨による大水害） （出典）：国土交通省河川局資料
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自然災害による死者行方不明者数の推移

災害原因別死者行方不明者の状況

近年の自然災害による死者・行方不明者数

（出典）内閣府 防災白書より

（出典）内閣府 防災白書より

近年の自然災害による死者・行方不明者を災害別にみると 、北海道南西沖地震，阪神・淡路大震災が起こった
平成5、7年を除くと、土砂災害をはじめとした風水害、雪害によるものが大きな割合を占めている。

阪神淡路大震災
6,436名

伊勢湾台風
5,098名

6481
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近年の土砂災害の事例
（平成17年9月台風14号による土砂災害。人的被害箇所の概要） （出典）：国土交通省河川局砂防部資料
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我が国の海岸は、地震や台風、低気圧、冬期風浪などの厳しい自然条件の下におかれているため、津波、高潮、
波浪、海岸侵食あるいは地盤沈下などによる災害が起きやすく、これまで各地で大きな被害を受けている。

海岸災害

（出典）国土交通省
（社） 全国海岸協会「海岸ハンドブック2003～2004」
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地形分類別の人口、市街地の分布

14

49 50

0%

20%

40%

60%

80%

100%

面積 人口 市街地

その他

火山地
山　 地

丘陵地

台　 地

低　 地

低地地域：国土数値情報では扇状地性低地、氾濫原性低地、三角州性低地、自然堤防、
砂州であり、河川の沖積作用によりできた地域を指す。

市街地 ：3次メッシュ内人口密度が4000人/km2以上のメッシュ。

地形分類別の人口、市街地の分布

自然災害の受けやすい地域への人口集中

（出典）総務省統計局「国勢調査」および
国土数値情報より国土計画局作成

（ 年を とする）

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年

0-3度未満

3-8度未満

8-15度未満

15-20度未満

20-30度未満

30度以上

三大都市圏計

（出典）総務省統計局「国勢調査」および
国土数値情報より国土計画局作成

最大傾斜度別人口の推移（三大都市圏）
(1975年の人口を１とする）
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密集市街地の現状と公共施設の整備状況

重点密集市街地

密集市街地の特性

密集市街地の現状

地震時に大きな被害が想定される危険な密集市街地

・ 全国で約２５，０００ｈａ

うち、東京、大阪で各約 ６，０００ｈａ存在

地震時等において大規模な火災の可能性があり、
重点的に改善すべき密集市街地 （重点密集市街地）

・ 全国で約８，０００ｈａ （４００地区）

うち、東京、大阪で各約 ２，０００ｈａ存在

地震時に大きな被害が想定される危険な密集市街地

・ 全国で約２５，０００ｈａ

うち、東京、大阪で各約 ６，０００ｈａ存在

地震時等において大規模な火災の可能性があり、
重点的に改善すべき密集市街地 （重点密集市街地）

・ 全国で約８，０００ｈａ （４００地区）

うち、東京、大阪で各約 ２，０００ｈａ存在

・木造老朽建築物が密集。

・道路、公園等の公共施設が不十分。

・建築規制に不適合な建築物が多く存在。

・敷地規模が狭小で権利関係者が多いことから、
合意形成が困難。

・借地・借家が多いことにより土地・建物に関する
権利関係が複雑。

・協議・調整に多大な時間を要する。

・木造老朽建築物が密集。

・道路、公園等の公共施設が不十分。

・建築規制に不適合な建築物が多く存在。

・敷地規模が狭小で権利関係者が多いことから、
合意形成が困難。

・借地・借家が多いことにより土地・建物に関する
権利関係が複雑。

・協議・調整に多大な時間を要する。

（平成１５年７月時点） 東京都の重点密集市街地と防災環境軸

10km5 km0 km

東京23区内の防災環境軸（計画全体）1,407kmのうち約 41%が未整備
（うち重点密集市街地内約 80kmのうち約 70kmが未整備）
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過去の地震災害による被害について

木造密集市街地において、火災の延焼を食い止める延焼遮
断帯の整備が十分でなかったため被害が拡大

沿道建築物の倒壊によって道路が遮断され、避難・救出活動、
消火活動に対して大きな影響を与えた。

阪神淡路大震災阪神淡路大震災((平成７年）平成７年）

7,064

17,801

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

区画整理地区内

区画整理地区外

㎡

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

空地 道路・鉄道 耐火造・防火壁等 消防活動
（消防研究所）

火災１件あたりの平均焼失面積と区画整理実施地区の関係

延焼阻止要因

阪神淡路大震災からの知見阪神淡路大震災からの知見

福岡県西方沖地震福岡県西方沖地震
((平成平成1717年）年）

法面が崩壊し、宅地に大きな
被害を与えた。
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東京湾北部地震（Ｍ7.3）の震度分布

・帰宅困難者、・帰宅困難者、６５０万人６５０万人となる恐れとなる恐れ

・東京湾北部地震は経済被害額が最大（約・東京湾北部地震は経済被害額が最大（約１１２兆円１１２兆円）。）。

・震度６弱以上の区域が都県を越えて広域に拡大。・震度６弱以上の区域が都県を越えて広域に拡大。

被害想定

・都心西部直下地震の場合、死者数が最大となり、・都心西部直下地震の場合、死者数が最大となり、

約約１３，０００人１３，０００人。うち火災による死者約。うち火災による死者約８，０００人８，０００人。。

首都直下地震による被害想定
（中央防災会議、平成17年2月）
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水害面積は減少しているが、災害発生時のポテンシャルは増大している。

一般資産水害密度等の推移（過去5年間の平均）

（出典）防災白書

水害面積の減少と水害被害額・水害密度の増大

水害面積：水害による浸水面積

水害密度：水害面積（水害による宅地その他の浸水面積）

あたりの一般資産被害額

水害面積の推移
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Ｂ３Ｆホーム階

地上３番
出入口

18:23 9日 20:01

18:23 9日 19:00
南北線

赤羽岩淵～市ヶ谷 9日

市ヶ谷～目黒 9日

17:51 9日 17:59茗荷谷～池袋 9日

17:51 9日 19:52丸ノ内線 銀座～茗荷谷 9日

17:51 9日 17:59荻窪～銀座 9日

運転再開

日 時間 日 時間
線　　名 運転中止区間

運転中止

地下にある飲食店等

地下にある駐車場

その他の色は地図

台風２２号による横浜駅西口周辺浸水状況（未確定）

・浸水区域は１０月２７日の西区役所情報
・地下室情報は明細地図により特定したが、止水壁や
マウンドアップ等により被害を受けていない箇所もある

と予想される。また、地図に記載されていない地下室もあ
ると思われる。
・現在、西区役所が詳細を調査中

浸水区域

地下にある飲食店等

地下にある駐車場

その他の色は地図

台風２２号による横浜駅西口周辺浸水状況（未確定）

・浸水区域は１０月２７日の西区役所情報
・地下室情報は明細地図により特定したが、止水壁や
マウンドアップ等により被害を受けていない箇所もある

と予想される。また、地図に記載されていない地下室もあ
ると思われる。
・現在、西区役所が詳細を調査中

浸水区域

帷子川

新田間川 幸川

横浜市奥野交差点

横浜駅西口周辺東京地下鉄麻布十番駅（港区）

地下街の浸水（台風２２号 Ｈ１６．１０月）

（出典）：国土交通省河川局資料
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急傾斜地崩壊危険箇所24箇所に

○市街地の無秩序なスプロール化の進展により、土砂災害の危険性は急激に高まっている。

《宅地開発の現状（広島市佐伯区の事例）》

急傾斜地崩壊危険箇所は４箇所

開発により山麓にまで及んだ住宅地を襲った土石流・がけ崩れ災害

（平成11年６月末豪雨による広島市の被災状況）

1974 199919861966

●
●

●

●

●

●
●
●

●
●

●

●

●

●●

●
●

●
●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

都市の拡大と土砂災害の危険性の高まり（広島市の事例）

（出典）：国土交通省河川局砂防部資料
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（出典）：国土交通省河川局砂防部資料

平成16年4月現在

※ここでいう土砂災害危険箇所のうち
土石流危険渓流及び急傾斜地崩壊危
険箇所については、被害想定区域内に
人家５戸以上等のある渓流（箇所）を
対象としている。

土砂災害は、降雨等にともない突発的に生
じ、破壊力が大きく地域に壊滅的な被害を
もたらすとともに人的被害が多いのが特徴。

このような土砂災害の発生する可能性のあ
る危険箇所※は、約21万箇所を数え、全国
の約9割に相当する約2,800市町村が危険
と隣り合わせのまちづくりを余儀なくされて
いる。

土砂災害対策の課題

全国の約９割の市町村が土砂災害の危険と隣り合わせ
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昭和42年度 昭和47年度 昭和52年度 昭和61年度 平成5年度 平成14年度

渓
流
数

土石流危険渓流に準ずる渓流Ⅲ（０戸）

土石流危険渓流Ⅱ（１～４戸）

土石流危険渓流Ⅰ（５戸以上等）

土石流危険渓流数の推移

（出典）：国土交通省河川局砂防部資料
注）各年度によって調査方法等が異なるため、単純に比較できない場合がある。
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阪神・淡路大震災における
兵庫県の死者の年齢別構成比率

（出典）総務庁統計局「平成6年10月1日現在推計人口」
消防庁「平成9年版消防白書」をもとに国土交通省国土計画局作成。
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小走りに何らかの障害が予想される高齢者１人当たりの15～64歳人口推計

（注）65歳以上の高齢者のうち、小走りに何らかの障害が予想され
る人数の算出については、秋山編著の『小走りが「できない」「むり
すればできる」』の年齢(x)と出現率(y)の回帰式y =2.67x-148.74 
(r=0.955) を使用し、5歳ごとの中央の値を用いて推計。
（出典）秋山哲男編著「高齢者の住まいと交通」（日本評論社,1993.5
）、総務省「平成12年国勢調査報告」、国立社会保障・人口問題研
究所「日本の将来推計人口(平成14年1月推計)」をもとに国土交通
省国土計画局作成。

約２．７万人

約８千人

被災者の高齢者の割合と、
今後の高齢者1人あたりの15～64歳人口推計
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平成１６年７月１４日朝日新聞

共働き社会を支える保育園が被災

少子高齢化における被害の発生の変化

12479

65歳以上 65歳未満

平成16年に発生した主な風水害に
よる死者・行方不明者233名のうち、
船舶事故による死者・行方不明者・
計30名を除いた203名中124名が
65歳以上の高齢者。

■ 平成16年の死亡者・行方不明者の
約６割が65歳以上の高齢者。

（出典）：国土交通省河川局資料
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大地震に対する自助意識の高まり

大地震に対する自助意識の高まりが見られる

問 「大地震に備えてとっている対策」（複数回答可）

（出典）「地震防災対策に関する特別世論調査」（H17.9 内閣府）
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集落消滅の危機感をもつ自治体

全国の市町村（2004年8
月1日時点）を対象とした
アンケート調査の結果で

は、『自然共生地域』の
61％の市町村で「集落消
滅の可能性はある」「どち

らともいえない」と回答して
おり、82都市圏の回答率
の44％を上回っている。ま
た、上記の「集落消滅の

可能性がある」とした市町

村に対して実施した追加
アンケートでは、集落が存

続していくための最低規
模は10戸とする回答が約
3割と最も多く、2000年時
点の農業集落*（全国で約
13.5万集落）のうち約
5,000集落がこの最低規
模（農家以外も含めた総
戸数で10戸）を下回ってい
る。1970年以降集落の再
編などもあり、農業集落数
は約8,000減少しているが、
今後こうした集落再編や

集落数減少がさらに進む

可能性がある。（出典）：国土交通省『新しい国のかたち「二層の広域圏」を支える総合的な交通体系 最終報告』（平成17年５月）
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防災のサイクル

（出典）防災白書
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被害抑止と被害軽減の関係

構造物による対処

ある程度の被害 激甚な被害無被害

発
生
確
率

被害抑止 被害軽減

情報による対処
（システム・運用）

Preparedness
防災の限界

Mitigation

巨大災害巨大災害巨大災害
Catastrophic DisasterCatastrophic Disaster

被害抑止限界

外力の大きさ （出典）「防災計画論（京都大学防災研究所 編）」
「防災論基礎（林春男・京都大学防災研究所教授）」
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土地利用の制限を伴う安全の確保に関する意識調査

Q「仮に、災害に対する安全の確保、自然環境を保全するために、土地の利用が制限されるとした
場合、どのような条件が必要だと思うか」

→ 金銭補償に加え、納得できる理由、計画づくりへの参加が求められている。

（出典）内閣府「国土の将来像に関する世論調査（H13.6）」
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社会資本整備重点計画（平成15～19年度）
重点的に改善すべき密集市街地のうち最低限の安全性が確保さ
れる市街地の割合 【約8,000haのうち、0(H14)→約3割(H19)】

密集市街地整備の必要性
○阪神・淡路大震災では、火災による死者が１０％
○地震の際に大火災となるおそれのある密集市街地が全国約
25,000ha（うち東京、大阪各々約6,000ha）
○「特に大火の可能性の高い危険な市街地（全国約8,000ha（東京、
大阪各々約2,000ha））について今後10年間で重点地区として整備」

東京・大阪の密集市街地の状況

密集市街地整備法改正（平成15年12月）
○都市計画の地域地区として特定防災街区整備地区制度の創設
○柔軟かつ強力な事業手法により防災性能を備えた建築物と公
共施設を一体的に整備する防災街区整備事業の創設
○防災上重要な道路、公園等に関する都市計画上の制度の充実
等により、密集市街地の早期改善を促進。

新潟県中越地震、福岡県西方沖地震
多くの宅地で被害が発生

平成１７年５月２３日
国土交通省内に学識経験者で構成された「総合
的な宅地防災対策に関する検討会」を設置

総合的な宅地防災対策に関する検討会

検討会の趣旨
従来、造成地における土砂流出防止に重点を置
いていた宅地防災対策を総合的な「地盤対策」と
して強化

検討事項
宅地防災対策に関する課題と今後必要な対策
・宅地の安全性確保に係る法制度、支援措置
・宅地の耐震補強を推進するための技術基準
・宅地の危険度を情報提供するしくみ 等

平成１７年９月下旬
中間取りまとめ予定（最終とりまとめは１２月）

密集市街地防災対策及び宅地防災対策
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都市防災対策及び密集市街地整備について

延
焼
遮
断
帯

延
焼
遮
断
帯

延焼遮断帯 延焼遮断帯

概
ね
1km

概ね1km

都市防火区画

空地

空
地

沿道建物の不燃化

防災環境軸

※延焼遮断帯を空地によって形成する場合は建

物によって形成する場合よりも広い範囲が必要
となる

空地

 都市防災対策について都市防災対策について

□都市防火区画の形成□都市防火区画の形成

都市計画道路、河川、鉄
道、不燃建築物群、公園
緑地等による「延焼遮断

帯」を配置して、延焼拡
大を防ぐブロックである

「都市防火区画」を形成
することが必要である。特
に避難路機能と延焼遮避難路機能と延焼遮

断機能を併せ持つ防災断機能を併せ持つ防災
環境軸を重点的に整備環境軸を重点的に整備
するすることとしている。

避難路を核とする
防災環境軸の形成

避難地の確保
（公園・広場等）

円滑な合意形成・土地
取得・移転を支援

災害応急対策施設の整備
（備蓄倉庫、マンホール
トイレ等）

避難所の耐震化

建替による面的・線的
な耐震耐火性能の確保

防火地域等の指定

延焼遮断機能を有する沿
道建築物の不燃化促進

下水処理水を活用した
防火用水の供給等

耐震診断・
改修の実施

密集市街地整備の考え方密集市街地整備の考え方

街路整備と沿道不燃化
による延焼遮断帯の形成

（東京都荒川区）

防災広場の整備

都市防災関係補助事業

・都市防災総合推進事業
・都市再生総合整備事業
・土地区画整理事業
・市街地再開発事業等
・防災街区整備事業
・街路事業
・都市公園事業
・下水道事業
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社会資本整備審議会河川分科会に
学識経験者で構成される
「豪雨災害対策総合政策委員会」を設置

緊急に対応すべき事項について、

「総合的な豪雨災害対策についての緊急提言」をとりまとめ

国土交通省として
豪雨災害対策緊急アクション
プランを策定

「総合的な豪雨災害対策の推進について（提言）」をとりまとめ

豪雨や台風による甚大な被害が相次ぐ

平成１６年１１月

平成１６年

平成１６年１２月２日

平成１６年１２月１０日

平成１７年４月１８日

・水防法の改正
（平成１７年５月２日公布）

・平成１７年度予算措置

反映

総合的な豪雨災害対策の推進について（提言）－①
（豪雨災害対策総合政策委員会）

（出典）：国土交通省河川局資料
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Ⅰ 近年の災害の特徴と新たな課題
Ⅱ 今後の対策の基本的方向
Ⅲ 具体的施策

１．早期に災害安全度を高めるための防災施設等の整備の
質的転換
① 防災施設等の整備状況の調査・評価・公表
② 土地利用状況に応じた安全度確保方策の体系的確立
③ 効果的な災害対策の観点からの土地利用の誘導
④ 既存施設の徹底した有効活用による防災機能の向上
⑤ 中小河川における異常洪水の発生に備えた減災対策
⑥ 孤立化等を防止する施設の整備
⑦ 流木災害対策の推進

２．防災施設等の機能の維持管理の充実と危機管理体制の
強化

（１）防災施設等の機能の維持管理の充実
① 最低限行うべき維持管理の基準の制定
② 河川ごとの管理方針・計画の策定
③ 耐久性・効率性等を考慮した施設・部材の整備・管理
基準の充実

（２）危機管理体制の強化
① 河川管理者等の防災体制の総点検と改善
② 危機管理行動計画の策定
③ 広域的な危機管理体制の構築
④ 大規模な豪雨災害等の調査検討体制の確立

３．的確な判断・行動を実現するための防災情報の提供の充実
（１）緊急時の防災情報の送り手情報から受け手情報への転換
① 中小河川における洪水予測等の充実
② 市町村長が的確に避難勧告等の発令をするための情報
の充実

③ 市町村等への緊急時支援体制の確立
④ 災害を実感でき判断・行動に役立つ情報の提供
⑤ 迅速かつ確実な情報の収集・伝達のための体制整備

（２）平常時からの防災情報の共有の徹底
① 浸水想定区域等の対象区域の拡大
② ハザードマップの全国的緊急配備
③ 豪雨災害に適合した避難場所の総点検
④ わかりやすい用語への改善

４．地域防災力の再構築
（１）水防体制等の充実強化
① 水防体制の強化と水防技術の向上
② 災害時要援護者の避難誘導体制の充実
③ 地下空間における避難誘導体制の構築

（２）被災後の復旧・復興への支援
① 被災者の後片づけ等への支援
② 被災者支援センター設立への支援

（３）防災教育等の推進についての支援
① 学校教育での防災教育
② 地域の防災講座等の実施
③ 災害記録等の整理と優れた教材等の開発
④ 災害の伝承者の登録・派遣体制の整備
⑤ 防災教育支援行動計画の策定

総合的な豪雨災害対策の推進について－②
（ 提言の構成）

（出典）：国土交通省河川局資料
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①局所的な集中豪雨が多発

②これまでの記録を超える降雨量、
高潮の波高・波力などを各地で観測

１．自然的状況

③破堤が多数発生。多くの人命、財
産を失うだけでなく、後片づけなど
事後対応も大変

・流域が比較的小さい中小河川での洪水や土砂災害の増大

・洪水予測等があまり行われていなかった中小流域での情報
提供の充実をはじめ迅速な警戒避難体制が必要

自然の外力は施設能力を超える可能性が常にあることを踏ま
えた備えが必要

・破堤のように災害現象が急激に拡大することがないような
対策が必要

・災害現象の急激な変化を念頭においた避難警戒体制が必要

①高齢者や保育園児などの災害弱者
の被災が特徴的

少子高齢化に対応した警戒避難体制の確立が必要

２．社会的状況

②旧来型の地域コミュニティの衰退、
水防団員の減少と高齢化など地域
の共助体制が弱体化

近年の社会的状況を踏まえた共助体制の再構築が必要

③避難勧告の発令や伝達の遅れや、
伝達されても避難しない人が多数

住民や自治体等の災害経験が減少し、危機意識も低下して
いる中でも、災害時に的確な認識や行動がなされるような仕
組みが必要

④地下鉄、地下街など地下空間利用
が増加している中での地下空間が
多数浸水

都市の地下空間の浸水に対する防御と的確な避難誘導体
制の構築が必要

総合的な豪雨災害対策の推進について（提言）－③
（近年の災害の特徴と新たな課題） （出典）：国土交通省河川局資料
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近年の災害から明らかになった新たな課題に的確に対応しつつ、今後の投資余力が限られる中

で、できるだけ早期に安全度を高め、被害を最小化する「減災」を図ることが基本的命題

これまでハード対策に付随して行ってきたきらいのあるソフト対策を災害対策の重要な柱として
本格的に展開する。

確実に目に見える形で安全な社会とするため、施設の計画・整備・管理において画一的に考え
ていた部分を点検し、土地利用、住まい方の状況等を踏まえた個々の必要な安全度や機能の
確保を図る多様な方策を導入し、ハード整備の質的転換を図る。

「減災」は自助・共助・公助がバランスよく機能してはじめて達成されるものであることを踏まえ、
これまで施設管理者等としての役割に重点をおいてきた河川・砂防・海岸の各行政は、地域の
防災力の向上への支援も本来の重要な使命として取り組む。

ソフト対策とハード整備が一体となった減災体制の確立

災害安全度の早期向上のための多様な整備手法の導入、既存施設の有効活用、管理の高度
化・効率化

地域防災力の再構築への本格的支援

（出典）：国土交通省河川局資料

総合的な豪雨災害対策の推進について（提言）－④
（今後の対策の基本的方向）
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整備 １．早期に災害安全度を高めるための防災施設等の整備の質的転換

氾濫域の将来の様々な開発可能性
を考え、土地利用に関係なく連続し
た堤防で防御

整備に長時間を要する

人口減少時代、開発圧力の
低下等

（これまで暫定的措置や施設整備に伴う補償で限定的に対応）

治水対策として体系的に実施できる必要な制度や事業を創設

土地利用状況は今後も大
きく変化しないものと想定

これまで

提 言

河川改修などで一定計画までの全ての氾濫等の災害を防止

・宅地のみを輪中堤等で防御

・災害にあいやすい場所に住宅等が建築
・従来の遊水していた場所が減少し水系全体としての
安全度が低下

これまで

災害対策状況や対策計画と、土地利用計画の相互連携

・浸水等災害可能性の情報の周知

・災害対策計画と土地利用計画を合わせた総合計画の策定

・災害対策と適合した土地利用の規制・誘導方策の確立

災害対策状況と無関係に土地利用が展開

提 言

①土地利用状況に応じた安全度確保方策の体系的確立

・堤防等の施設を造るのでなく
守られるべき住宅等の嵩上げ
や移転で対応

② 効果的な災害対策の観点からの土地利用の誘導

移転

嵩上げ

霞堤

洪水になれば遊水
する区域

（出典）：国土交通省河川局資料

総合的な豪雨災害対策の推進について（提言）－⑤
（具体化を図るべき施策（抜粋））
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整備 １．早期に災害安全度を高めるための防災施設等の整備の質的転換

平成１６年の豪雨災害で刈谷田川、五十嵐川、

足羽川等の中小河川の市街地部で破堤し、大き
な災害が発生

これまで

施設能力を上回る異常洪水が発生しても人口・資産が集積し
た市街地部での破堤による壊滅的な被害をできるだけ回避

提 言

新潟 Ｈ１６．７月豪雨

洪水氾濫によりお寺が流出

破堤後④中小河川における異常洪水に備えた減災対策

・異常洪水時にあふれる
遊水地域を市街地部以外に確保

・市街地部での洪水時にネックとなる
箇所等の堤防の質的強化

高い水位が短時間しか継続しない中
小河川の特性を考慮した施設設計

集中豪雨が今後とも多発する傾向

中小河川で施設能力を超え

る洪水が発生する恐れ

堤防強化

遊水地域の確保

（出典）：国土交通省河川局資料

総合的な豪雨災害対策の推進について（提言）－⑥
（具体化を図るべき施策（抜粋））
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③洪水の危険度の予測
・危険レベルを超えるかどうか
・洪水到達時間
・図、グラフ表示
・わかりやすい表現

（市町村毎、河川毎）

①局所的な降雨の実況・予測
・時間的、空間的にきめ細かい
予測技術の進展

・局所的な降雨に関するきめ細かい情報提供技術
の進展（降水ナウキャスト等）

・局所的降雨予測データを用い、簡便な流出予測
モデルを用いて中小河川の洪水危険度を算出し、
危険レベルを超えるかどうかの情報を作成

局所的降雨予測データを活用した中小河川の
短時間洪水予測情報の提供

新しい施策新しい施策

情報 ３．的確な判断・行動を実現するための防災情報の提供の充実

河川巡視、ＣＣＴＶカメラ、浸水モニ
ター、ヘリコプター、航空機、人工衛
星等のリモートセンシングにより浸水
情報を収集

氾濫域での浸水状況の情報
提供

床上浸水以上

床下浸水

路面浸水

住民等にわかりやすい「浸水マップ」
の形にして提供

・氾濫水の影響が広範囲、長期間に及ぶような
大河川において、破堤が確認された後、河川水
位の予測、氾濫浸水の見通しについて可能な
範囲でなるべく早く提供する

・わかりやすい情報の提供
避難行動における判断材料となるよう、路面浸水、床下
浸水、床上浸水等の浸水深でランク分けをして提供

破堤点

破堤６時間後

破堤９時間後

３時間先を予測

大河川の破堤後の氾濫による浸水区域や
水深等についての予報の実施

①中小河川等における洪水予測等の充実 ②災害を実感でき判断・行動に役立つ情報の提供

新しい施策新しい施策 新しい施策新しい施策

（１）緊急時の防災情報の送り手情報から受け手情報への転換

破堤点

②中小河川の洪水予測手法の確立
・水位等の実測データが少なく洪水到達時間
の短い中小河川について、簡便な流出予測
手法を開発

（出典）：国土交通省河川局資料

総合的な豪雨災害対策の推進について（提言）－⑦
（具体化を図るべき施策（抜粋））
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浸水想定区域の対象河川の拡大、ハザードマップの作成・公表の義務付けおよび助成

【洪水ハザードマップ作成・公表】
約３１１市町村（Ｈ１６年度末）

現在対象市町村の約３割しか公表できていない。

浸水想定区域
【対象河川】（Ｈ１６年度末）
直轄河川：２０６河川
都道府県管理河川： ３２河川

※都道府県管理河川については不十分

新しい施策

目標等

現状

浸水想定区域

【対象河川を拡大】
直轄河川：約３００河川

都道府県管理河川：約１９００河川

平成１７年度から５年間で現状の
約６倍の市町村で作成・公表

情報 ３．的確な判断・行動を実現するための防災情報の提供の充実

公表
約311市町村
（Ｈ１６末）

５年間で全対象市町村で公表

①浸水想定区域の対象河川の拡大

（２）平常時からの防災情報の共有の徹底

全国の浸水想定区域内市町村約1800市町村

【洪水ハザードマップ作成・公表】
約１８００市町村

②ハザードマップの全国的緊急配備

（出典）：国土交通省河川局資料

総合的な豪雨災害対策の推進について（提言）－⑧
（具体化を図るべき施策（抜粋））
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○土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての警戒避難

体制の整備、警戒避難に関する事項の住民への周知、特定開発行為の制限、建築物の構
造の規制、既存住宅の移転等の勧告等のソフト対策を推進しようとするもの。

土砂災害防止法の概要

土砂災害警戒区域等の指定イメージ
（高さ５ｍ以上の急傾斜地を対象）

警戒避難体制の整備

特定開発行為の許可に係る →
土砂災害防止のための対策
工事の例

土砂災害防止法によるソフト対策（土地利用規制）－①

（出典）：国土交通省河川局砂防部資料
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土砂災害特別警戒区域からの移転促進のための支援措置
がけ地近接等危険住宅移転事業（補助制度）

・危険住宅の除去等に要する費用 最大 780千円まで

・危険住宅に代わる住宅の建設に要する経費 利子補給分として
特殊土壌地帯等は最大7,080千円まで

その他は最大4,060千円まで
地すべり等関連住宅融資（融資）
・移転資金に要する融資 最大1,160万円まで
・土地取得資金に要する融資 最大 770万円まで

日本政策投資銀行融資（融資）

・土砂災害特別警戒区域の開発に係る防災工事や移転費用の融資 事業費の40%まで

不動産取得税の特例（税制）

・移転に伴う不動産取得税の課税標準を4/5に軽減

●特定開発行為の制限
住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設
の建築のための開発行為は、基準に従った
ものに限り許可されます。

●建築物の構造規制
居室を有する建築物は、作用すると想定さ
れる衝撃に対して建築物の構造が安全であ
るかどうか建築確認が行われます。

●建築物の移転
著しい損壊が生ずるおそれのある建築
物の所有者等に対し、移転等の勧告が図

られます。

（出典）：国土交通省河川局砂防部資料

土砂災害防止法によるソフト対策（土地利用規制）－②
（土砂災害特別警戒区域に指定されると）
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土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

1978

平成１７年９月３０日現在

全国１７県において土砂災害警戒区域 ４，６１２箇所
土砂災害特別警戒区域１，７２６箇所 指定されている

226 208
990

206

382

896

土砂災害防止法によるソフト対策（土地利用規制）－③
（都道府県別土砂災害警戒区域等指定箇所数）

（出典）：国土交通省河川局砂防部資料
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土砂災害の恐れのある区域について、土砂災害防止法に基づき指定し、危険箇所を周知
するとともに、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等の
ソフト対策を推進

土砂災害防止法により、土砂災害計画区域・土砂災害特別警戒
区域の指定を行い、危険箇所の周知、警戒避難体制の整備、特
定の開発行為に対する許可制、建築物の構造物の規制等を実施
（広島県のホームページより）

土砂災害危険箇所を指定し、周知を図る

土砂災害防止法によるソフト対策（土地利用規制）－④
（土砂災害警戒区域の指定事例（広島県））

（出典）：国土交通省河川局砂防部資料
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洪水時の迅速な避難活動に有効な

洪水ハザードマップの作成・公表

作成済の自治体は３割どまり（平成16年度末）

・各世帯配布、学校教育での普及 等

浸水想定区域図 【北上川上流】

都道府県（河川管理者） 市町村（地域防災担当者）

・・・・・・・・・・・・3

・・・・・・・・花巻警察署2

○○○
花城
○-○○

花巻市役所1

ＴＥＬ所在地名称

行政機関の連絡先

・・・・・・・・・・・・3

・・・・
花城町
○－○○

総合花巻病院2

○○
○

御田屋町
○－○○

県立花巻厚生病院1

ＴＥＬ所在地名称

医療施設の連絡先

避難経路

避難場所（Ｃ高校）

避難場所（Ａ小学校）

避難経路

避難経路

避難勧告 避難指示

H10.8 阿武隈水害時の避難率

ハザードマップを
見てない人

避難率
(％)

群馬大学工学部群馬大学工学部
片田研究室片田研究室

調査報告書より作成調査報告書より作成

30

20

10

ハザードマップ
を見た人

花巻市 洪水ハザードマップ

浸水想定区域図の作成

・地形データ取得
・氾濫シミュレーション実施

浸水区域・浸水深の明示

避難時の心得

避難先

緊急連絡先 情報伝達経路

北
上
川

情報
提供

区域
水深

避
難
経
路

花巻市災害対策本部

市民のみなさん

テレビ、ラジオ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・

官公署・学校 消防署報道機関

0.5m未満の区域

0.5～1.0m未満の区域

1.0～2.0m未満の区域
2.0～5.0m未満の区域

5.0m以上の区域

凡 例
浸水した場合に想定される水深

（ランク別）

浸水想定区域の指定対象を中小河川まで拡大し、浸水想定区域図や洪水ハザードマップ等によるソフト対策を充
実。普段からの情報提供により、早めの対策、早めの避難が確保できる。

災害情報の提供（洪水ハザードマップの整備）

（出典）：国土交通省河川局資料
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早期に地域の安全度を高め津波被害全体を最小化するため、「人的被害を最小化する」ことを目標とした

緊急的対策と「物的被害を含めて津波による被害を最小化する」ことを目標とした中長期的対策を推進

対策の基本的方向

緊急的対策（概ね５年以内に対応）の例

○ 津波予報等を市町村に直接伝達できる

仕組みを構築。

○ 即時浸水地域予想情報の提供システム

を、モデル地区において構築。

○ 重要沿岸域のすべての市町村で津波ハザード

マップが策定できるよう、津波浸水想定区域図
を作成、公表。

○ 重要沿岸域のうち地域中枢機能集積地区に

おいて、開口部の水門等の自動化・遠隔操作
化等を概成、堤防等の耐震化、嵩上げの整備
を促進。

○ 緊急輸送道路確保のため、道路橋の耐

震補強や高規格幹線道路等道路ネット
ワークの整備等を推進。

○ 重要沿岸域の必要な地区において防災

拠点となり得る施設を機能拡充するとと
もに整備促進。

○ 陸上・海底地形の情報が一体となった三次元

データベースを構築。

○ 津波の挙動および被害の波及等に関する調

査研究を推進。

警報・情報提供 予防対策

発災後対策 津波防災技術・知識の蓄積と普及

津波対策検討委員会の提言（H17.3.16）－①

（出典）：国土交通省河川局・港湾局資料
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中長期対策（概ね２０年以内に対応）の例

○ 津波地震に対する地震規模等の推定方

法の開発等を行い津波予測の一層高精

度化。

○ 避難場所・避難路等を整備し避難困難地解消

を支援。

○ 防災に配慮した国土利用計画（市町村計画）

策定を促進。

○ 港内における沈没船等の障害物の緊急

撤去システムを全国で構築。

○ 必要な地区で、防災拠点となり得る施設

を整備。

○ 設計外力を超える規模の津波に対する各種

施設の機能維持手法と設計技術を確立。

警報・情報提供 予防対策

発災後対策 津波防災技術・知識の蓄積と普及

○ 増加する災害時要援護者への支援を充

実。

○生活領域を津波災害リスクの低い場所

へ移動させる土地利用誘導政策の充実。

○ 海面上昇に備えた津波防護対策の保全のあ

り方を検討。

○自然災害の外力増加に対しても強靱である国

土構造、経済社会への誘導政策を検討。

人口動態を踏まえた対策 地球温暖化による海面上昇に対する支援

津波対策検討委員会の提言（H17.3.16）－②

（出典）：国土交通省河川局・港湾局資料
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ＧＰＳ
波浪計

情報掲示板

●津波の挙動や想定される被害などを示すマップの作成
●GPS波浪津波計によるリアルタイム観測と情報伝達
●避難施設の指定・整備、誘導表示板の設置等の避難対策の強化
●津波防護効果も考慮した防波堤の整備
●貨物や船舶等の流出防止対策の推進
●航路等の緊急啓開体制の確保

津波・高潮観測システム

沖合での津波・高潮観測

早期の情報収集・伝達

気象台

津波・高潮警報・注意報・予測情報

津波・高潮防災ステーション津波・高潮防災ステーション

水門の自動化・

遠隔操作化

情報伝達施設

陸こうの自動化・

遠隔操作化

潮位計による津波・高潮観測

海岸利用者への情報伝達

津波・高潮観測システム

沖合での津波・高潮観測

早期の情報収集・伝達

気象台

津波・高潮警報・注意報・予測情報

津波・高潮防災ステーション津波・高潮防災ステーション

水門の自動化・

遠隔操作化

情報伝達施設

陸こうの自動化・

遠隔操作化

潮位計による津波・高潮観測

海岸利用者への情報伝達

津波防災ステーション

津波の挙動や浸水域を示すマップの作成

流出防止フェンスの整備

避難施設の指定、整備

放置艇、放置自動車対策

防波堤の嵩上げ・延伸

関係者による津波対策協議会の設置

小型船の係留強化

津波の
リアルタイム観測
と情報伝達

津波発生！

既存のナウファス海
象計 水深約５０ｍ

約５ｋｍ

約２０ｋｍ

GPS波浪計
水深約１００ｍ

津波
陸上基地局

GPS衛星

GPS波浪計

既存のナウファス海
象計 水深約５０ｍ

約５ｋｍ

約２０ｋｍ

GPS波浪計
水深約１００ｍ

津波
陸上基地局

GPS衛星

GPS波浪計

港湾・沿岸域における総合的な津波対策の強化

（出典）：国土交通省港湾局資料
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「中山間地等の集落散在地域における地震防災対策に関する検討会」 提言概要

孤立集落対策

●非常用電源の確保、使用方法の習熟

●集落と市町村間の通信確保

・・・衛星携帯電話、地域防災無線、

公衆電話等

●防災関連施設の耐震補強

１．孤立集落と外部との通信の確保

●孤立集落の被災状況、ニーズの適切な把握

●ヘリコプターの有効活用（ヘリポートの指定等）

●ヘリコプターの夜間離着陸設備の整備

●バイク等の確保

２．物資供給、救助活動

●水、食料、医薬品、救出用具、簡易トイレ等の備蓄（公的備蓄や各家庭での備蓄）

●避難施設の確保・整備、耐震化、地盤の補強

３．孤立に強い集落づくり－備蓄の推進－

●道路寸断情報の迅速な収集・共有

●ライフライン等の早期復旧対策の充実

●防災情報共有プラットホームの活用

●緊急輸送道路の整備

●河道閉塞への対応

４．道路・ライフライン等寸断への対応

●津波ハザードマップ等による孤立

可能性のある集落・地域の特定

●緊急輸送道路の確保、漂流物軽減

対策の実施

５．津波に伴う孤立集落対策

避難生活に関する対策

●災害時要援護者に対する支援

・・・情報伝達体制の整備、要援護者の

情報の共有

●旅館、ホテルの避難所としての利用の

周知

●生活不活発病の介護専門家への理解

促進

●介護提供体制の充実

１．災害時要援護者の避難生活

住民不在区における防犯パトロール強化

アクセス道路での検問の早期開始

２．防犯対策

その他の事項

●周辺市町村相互の広域

連携強化

●住民への啓発

●市町村合併に際しての

防災力の向上

○地方公共団体において、孤立するおそれのある集落の実態についてさらに把握
○孤立集落対策について、具体的な対策（情報通信手段の確保、救助・救援体制、自立のための備蓄等）を、
地域防災計画に明記・推進

まとめと今後の課題

赤字：直ちに実施すべき事項

青字：今後対策を進めていくべき

事項

●国土面積の約7割、人口の約1割を占める中山間地
⇒ 中山間地の地震対策の重要性

●新潟県中越地震で、中山間地の集落散在地域の地震災害に

特有の課題が顕在化

⇒ 孤立集落対策を中心に検討

●孤立集落全国調査（内閣府、H17.8）によると・・・
・孤立可能性のある集落は約１万７千集落
・孤立への備えは不十分
・集落内の避難施設の耐震性 約１５％
・避難施設の非常用電源整備 約 ２％
・水・食料等の備蓄 約 ５％
・衛星携帯電話の整備 約 ２％

実施すべき対策

（出典）：内閣府：「中山間地等の集落散在地域における地震防災対策に関する検討会」


